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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支柱に設けた腕金に着脱自在に吊設する、中空筒状の金具基枠の下面に、該金具基枠の
内外を連通する開口部を形成し、該開口部を通じて前記金具基枠内に配した、信号灯器上
に立設する接続枠の上端部に、前記金具基枠に設けた係合孔に掛止する掛止部片を設け、
該掛止部片が前記係合孔に係合する方向に押圧するコイルばねを前記金具基枠の内部に納
めた、信号灯器の腕金用取付け金具。
【請求項２】
　金具基枠の下面の、開口部の両側に、掛止部片のＬ字形先端部が係合する長孔を設けた
請求項１記載の信号灯器の腕金用取付け金具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号灯器（概し、歩行者用）を支柱に設けた腕金に取付けるために用いる、
信号灯器の腕金用取付金具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　支柱に設けた腕金に固定する固定ブロックと信号灯器に固定する分離ブロックと、これ
ら両者を連絡するコイルばねと、該コイルばねを取り囲むケースおよびケースの前記分離
ブロックの嵌合部に設けたロック機構とで構成した構造のものがある（例えば、特許文献
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１）。
【０００３】
　この従来構造のものは、支柱に車両が衝突すると、その外力がロック機構に作用して分
離ブロックが固定ブロックから分離し、信号灯器に作用する外力を逃がし、信号灯器の変
位をコイルばねの弾性変形で吸収するようにして、全方位から作用する外力を確実に逃が
すことが可能な、死角角度のない信号灯器の支持装置を得ることができるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１０９１８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記従来例は、常態時のロック機構が作用して信号灯器の正常な位置を保つが、信号灯
器は車両衝突等による外力の負荷によりコイルばねによって吊るされた状態となって灯器
としての機能を果たさなくなり、また、信号灯器を正常に働かすにはロック機構を原状に
戻す必要があり、いずれにしても、ロック機構を原状に戻さない限り車両の往来に影響を
与え、戻すにも作業が煩雑である。
【０００６】
　本発明は、車両の衝突等によって作用するいずれの方向からの信号灯器に対する外力に
対処し、これを吸収してクッション材となって信号灯器の損傷を可及的に防ぐことのでき
る信号灯器の支持装置を提供することを目的として創案したものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　支柱に設けた腕金に着脱自在に吊設する、中空筒状の金具基枠の下面に、該金具基枠の
内外を連通する開口部を形成し、該開口部を通じて前記金具基枠内に配した、信号灯器上
に立設する接続枠の上端部に、前記金具基枠に設けた係合孔に掛止する掛止部片を設け、
該掛止部片が前記係合孔に係合する方向に押圧するコイルばねを前記金具基枠の内部に納
めた構成としたものである。また、この構成に金具基枠の下面の、開口部の両側に、掛止
部片のＬ字形先端部が係合する長孔を設けた点を付加することにより常態時に信号灯器の
安定した吊設状態を得ることができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、車両の衝突による外力は、どの方向からの衝突によるものであっても
、コイルばねを通じて接続枠を介して信号灯器に負荷され、従って、衝突の方向性を選ば
ない耐久的な信号灯器支持装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第一実施例の使用状態を示す正面図。
【図２】図１の側面図。
【図３】図１の一部拡大縦断面図。
【図４】外力を受けたときの図３の縦断面図。
【図５】図３の一部欠截平面図。
【図６】第一実施例の金具基枠の一部欠截平面図。
【図７】図６のｘ－ｘ線断面図。
【図８】第一実施例の金具基枠の斜視図。
【図９】第一実施例の金具基枠の展開図。
【図１０】第一実施例の接続枠の正面図。
【図１１】図１０の平面図。
【図１２】第二実施例の一部拡大縦断面図。
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【図１３】外力を受けたときの図１２の縦断面図。
【図１４】図１２の一部欠截平面図。
【図１５】第二実施例の金具基枠の第一構成材の斜視図。
【図１６】第二実施例の金具基枠の第二構成材の斜視図。
【図１７】第二実施例の接続枠の正面図。
【図１８】図１７の平面図。
【実施例】
【００１０】
　本発明に係る、第一、第二実施例の、信号灯器の腕金用取付け金具Ａ，Ａ´は、ほぼ方
形筒状の金具基枠１，１´と接続枠２，２´を組付けて成り、支柱ｐに突設した腕金ａの
先端部の上側に、締付け杆３を重ね合わせ、該締付け杆３に、腕金ａの下側に配した、金
具基枠１，１´の蓋板４より突出した（蓋板４を金具基枠１，１´のフランジ１ａ，１´
ａに締付けナット６Ａとで締付けた）止着ボルト５を挿通させ、締付け杆３より突出した
ボルト５先端に止着ナット６を螺合、締付けることによって基枠１，１´を腕金ａ先端部
に取付け、また、該金具基枠１，１´に組付けた前記接続枠２，２´を、信号灯器Ｓに立
設した取付けボルト７を利用して信号灯器Ｓに取付けて信号灯器Ｓと腕金ａ間に介在させ
て用いるのである。
【００１１】
　そして、金具基枠１，１´は、その下面に、該基枠１，１´の内部と外部とを連通する
開口部８を設け、この開口部８を通じて基枠１，１´内部に収めた接続枠２，２´の上端
に、前記開口部８の縁部を構成する受止部片９に掛止する、Ｌ字状の掛止部片１０を四方
に設けてある。掛止部片１０は、該掛止部片１０と前記基枠１，１´の蓋板４との間に介
在させて前記基枠１，１´内に収めたコイルばね１１の付勢によって前記受止部片９方向
に押圧され、該掛止部片１０を備えた接続枠２，２´は安定した吊下状態を保つ。
【００１２】
　前記接続枠２，２´は、この掛止部片１０を上端部四方に備えた、円筒状の組付け筒１
２の下端に、該下端部を拡開状に形成して設けた鍔部片１３を備え、該鍔部片１３に係止
させるようにして止着リング１４を前記組付け筒１２の外側に係合して組付けたものであ
る。そして、接続枠２，２´は、止着リング１４に、前記取付けボルト７を貫通させて、
その先端にナット１５を螺合することにより信号灯器Ｓ上に取付け、立設される。
【００１３】
　信号灯器Ｓは、接続枠２，２´を組合わせた金具基枠１，１´の内部に、基枠１，１´
の上面開口部側からコイルばね１１を係合させ、金具基枠１，１´の上端のフランジ１ａ
と該フランジ１ａに重ね合わせた蓋板４を、止着ボルト５とこれに螺合した締付けナット
６Ａとで締付けて、蓋板４、コイルばね１１、金具基枠１，１´および接続枠２，２´を
互いに組付けて、支柱ｐの腕金ａに取付けられる。すなわち、取付金具Ａ，Ａ´の前記基
板４（金具基枠１，１´）に突設状に組付けた、一対の前記止着ボルト５，５間に係合す
るようにして腕金ａと組合わせ、止着ボルト５，５間に（止着ボルト先端を挿通させるよ
うにして）締付け杆３をわたし、締付け杆３より突出するボルト５先端に止着ナット６を
螺合、締付けることにより金具基枠１，１´側を腕金ａに取付ける（なお、第一実施例の
止着ボルト５はＴ字ボルト、第二実施例は丸頭ボルトを用いているが、いずれを用いても
良く、他の頭形式のものを用いても不都合はない。第二実施例は緩み止めナット６Ｂを用
いているが、第一実施例にもこれを用いるべきはいうまでもない）。
【００１４】
　そして、接続枠２，２´側は、信号灯器Ｓに突設した取付けボルト７に止着リング１４
を係合し、リング１４より突出するボルト７先端にナット１５を螺合、締付けることによ
り信号灯器Ｓと組付けられ、信号灯器Ｓは腕金用取付金具Ａ，Ａ´を介して腕金ａに吊設
される。
【００１５】
　信号灯器Ｓの、この吊設状態時に、支柱ｐに例えば、車が衝接して支柱ｐに外力が負荷
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されたとすると、その外力は、腕金ａに固定した金具基枠１，１´を通じて接続枠２，２
´を介して信号灯器Ｓに伝わろうとするが、基枠１，１´と接続枠２，２´の間にコイル
ばね１１が介在しているので、コイルばね１１の変形によって信号灯器Ｓに伝わろうとす
る外力は緩和されることになるのである。
【００１６】
　なお、第一実施例と第二実施例の、各取付け金具Ａ，Ａ´（各部材を熔接手段を用いな
いでプレス成形してあるので、比較的安価な製品を提供できる）は、概ね、該取付け金具
Ａ，Ａ´を構成する金具基枠１，１´の構造を異にする点が相違するだけで残余の点はほ
ぼ同じで、以下この相違点について説明する。
【００１７】
　第一実施例の金具基枠
　第一実施例の金具基枠１は、図９で示す展開図で表わせる金属板を折り曲げて上下面開
口の方形中空体で構成したもので、ある。金属板は、金具基枠１の、前後の構成部片１ｂ
，１ｂ´と、左右の構成部片１ｃ，１ｃ´の基端部で取り囲むようにして前記開口部８を
備え、該開口部８の隅角部に、開口部８内方向に突出する前記受止部片９を設け、該受止
部片９，９間を切欠状にして、前記受止部片９に掛止する、前記接続枠２の掛止部片１０
を挿通して基枠１内に収める係合孔１７を、前記開口部８の両側に連通させて設け、また
、左右の構成部片１ｃ，１ｃ´の自由端には前記フランジ１ａ，１ａの構成片（フランジ
と同一符号で示す）を連設し、該構成片と左右の構成部片１ｃ，１ｃ´の境界部中央に前
記止着ボルト５を設けてあり、更に、前後の構成部片１ｂ，１ｂ´の自由端には、金具基
枠１上に載せる前記蓋板４の受部片１ｄを設けてある。
【００１８】
　そして、図９で示す展開状態にある金属板を所定の個所（図９では２点鎖線で示してあ
る）で山方向に折り曲げることにより、前、後、左、右の各構成部片で構成した中空方形
状の、第一実施例の金属基枠１を得られる。
【００１９】
　この金具基枠１に、係合孔１７に接続枠２の４方に設けた掛止部片１０を挿通させるよ
うに基枠１内に納め、そして、該掛止部片１０を金属基枠１側の受止部片９に重ね合わせ
るようにして該受止部片９にコイルばね１１を基枠１内に納め、基枠１と前記蓋板４を止
着ボルト５と締付けナット６Ａによってコイルばね１１の付勢に抗して強制的に締付ける
ことによって、金具基枠１と、その他の、金具Ａの構成材２等は組付けられる。
【００２０】
　第二実施例の金具基枠
　第二実施例の金具基枠１´は、受止部片９を構成する中央部片１´ｄの両側に前後の構
成部片１´ｂ，１´ｂ´又は、左右の構成部片１´ｃ，１´ｃ´を、両側に相対設して構
成した、第一、第二の溝状枠体１´Ａ，１´Ｂ（図１５と図１６で示す）を順次接続枠２
´に組付けて構成したものである。
【００２１】
　すなわち、受止部片９に設けた、前記開口部８を構成する半円状の切欠部８ａの内側に
、前、後の構成部片１´ｂ，１´ｂ´の基部に開口部８に対して独立して形成した前記係
合孔１９に、接続枠２´に設けた（接続枠２´の四方に設けた内の一組の一対の）掛止部
片１０を係合するようにして、第一構成枠体１´Ａと接続枠２´に組合わせる。そして、
該第一構成枠体１´Ａの下側において、前記開口部８を構成する半円状の切欠部８ｂの内
側に、左右の構成部片１´ｃ，１´ｃ´の基部に第一構成枠体１´Ａと同様に開口部８に
対して独立して形成した係合孔１９に接続枠２´に設けた掛止部片１０（接続枠２´の四
方に設けたものの内の他の一組の一対を構成する）を係合するようにして、第二構成体１
´Ｂを接続枠２´に組合わせ、第一構成体１´Ａの中央部片１´ｄの４隅に設けた透孔２
１に、第二構成体１´Ｂの中央部片１´ｄの４隅に設けた突子２２を係合するようにして
両構成体１´Ａ，１´Ｂを互いに組合わせ、各部片１´ｂ，１´ｂ´、１´ｃ，１´ｃ´
で取り囲んだ中空部内にコイルばね１１を係合し、次いで、第一実施例の場合と同様に、
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両構成体１´Ａ，１´Ｂで成る金具基枠１´と蓋板４を、止着ボルト５と締付けナット６
Ａによってコイルばね１１の付勢に抗して強制的に締付けることによって、金具基枠１´
と接続枠２´等は組付けられ、取付け金具Ａ´が構成される。
【符号の説明】
【００２２】
１，１´　　　金具基枠
２，２´　　　接続枠
８　　　　　　開口部
１０　　　　　掛止部片
１１　　　　　コイルばね
ｐ　　　　　　支柱
Ｓ　　　　　　信号灯器

【図１】 【図２】
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【図１８】
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